
の対応として、構造計算書偽装問題への対応の対応
トしました。新しい建築士制度がスタートート
築設計・工事監理等の築設この一環として、新しい建築築築建築

れました。ました業務報酬基準が策定されれま

業務等積算基準が改定されました。積算基準積算基準が改また、官庁施設の設計業業業

新しい
建築設計・工事監理等の
業務報酬基準が
策定されました。

監修　国　土　交　通　省省通 省省
発行　新・建築士制度普及協会協会



新しい
建築設計・工事監理等の
業務報酬基準が
策定されました。
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建築主と設計者、工事監理者などの役割分担 ４・５

業務報酬基準

新しい業務報酬基準の概要 ６・７

標準業務概要 ８

標準業務に含まれない業務内容 ９・１０

建築物の類型別の用途等一覧 １１

業務報酬基準を活用した算定事例 １２・１３

設計積算基準

官庁施設の設計業務等積算基準 １４・１５

業務細分率・対象外業務率 １６・１７

改修工事の設計業務 １８

略算表対象外の算定方法など １９

Q&A

業務報酬基準Ｑ＆Ａ ２０・２１

設計積算基準Ｑ＆Ａ ２２・２３
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　業務報酬基準は、建築士法第２５条の規定に基づき、

建築主と建築士事務所が設計・工事監理等の契約を

行う際の業務報酬の算定方法等を示したものです。

建築士法第２５条
国土交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得て、

建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる

報酬の基準を定め、これを勧告することができる。

建築設計・工事監理等の
業務報酬基準とは

建築設計・工事監理等の
業務報酬基準とは

　構造計算書偽装問題を踏まえ、平成１８年８月に取りまとめ

られた社会資本整備審議会答申において、旧業務報酬基準

（昭和５４年建設省告示第１２０６号）の見直しが指摘されました。

　これを受け、建築士事務所に対する実態調査等を行った

うえで、平成２１年１月７日に新しい業務報酬基準（平成２１年

国土交通省告示第１５号）が定められました。

　また、官庁施設の設計業務委託料の積算について、標準

的な方法を定めた「官庁施設の設計業務等積算基準」につ

いても改定されました。

　これらの基準を活用して、建築設計・工事監理等の業務報

酬が合理的かつ適正に算定されることが望まれます。
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　建築物の安全性の確保と質の向上を図るためには、建築主、設計者、工事監理者など

が適切にその役割を果たすことが重要です。

　設計、工事監理等の業務が、適切かつ円滑に実施されるよう、業務報酬が、合理的か

つ適正に算定されることが望まれます。

建築主は、設計者、工事監理者、工事施工者

の選定・契約から、設計条件の詳細の確定

に至るまでの主体です。設計者、工事監理

者を選定する必要があります。

設計者は、建築工事に必要な情報が記載さ

れている設計図書を作成する役割を担って

います。一定の建築物の設計は建築士の独

占業務であり、資格者としての責務を負って

います。この設計者の作成する設計図書に

基づいて、工事や工事監理が行われます。

工事監理者は、設計図書のとおりに工事が

行われているかを確認し、欠陥の発生を未

然に防ぐ重要な役割を担っています。一定

の建築物の工事監理は建築士の独占業務

であり、資格者としての責務を負っています。

　建築士法では、設計とは「その者の責任に

おいて、設計図書を作成すること（建築士法

第2条第5項）」とされ、工事監理とは「その

者の責任において、工事を設計図書と照合し、

それが設計図書のとおりに実施されている

かいないかを確認すること（建築士法第2

条第7項）」とされています。一定の建築物

の設計・工事監理は建築士が行うこととなっ

ています。また、建築主は、一定の建築物に

ついて設計者や工事監理者を選定する必要

があります。これらに違反した場合には、罰

則や懲戒処分等が規定されています。

建築主 設計者

工事監理者

建築主と設計者、工事監理者などの役割分担
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設計者行政行政 工事監理者 建築主 工事施工者

建築意思の
決定

設計者の
選定・契約

施
　
　
　
工 

工事監理者の
選定・契約

工事と設計図書との照合
立会い・打合せなど

中間検査の申請

完成

着工

建築確認

引渡し

工事施工者の
選定・契約

※ 中間検査や完了検査の申請時には、工事監理の状況報告が必要です

●建築物ができるまでのフロー

または
指定確認検査機関

または
指定確認検査機関

工
事
監
理
な
ど
の

監
理
業
務

完了検査の申請

建築確認申請

設
　
計

完了検査 ※

中間検査 ※ 工
事
監
理
報
告
書

役 

割 

分 

担
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　新しい業務報酬基準は、第一～第三の実費加算方法に関する項と第四の略算方法

に関する項で構成されています。

　第四の略算方法は、標準的な業務内容と業務量を示しており、簡便かつ合理的な方

法として実務上活用されています。

新しい業務報酬基準の構成

 第 一　業務報酬の算定方法

●設計、工事監理、建築工事契約に関する事務又は建築工事の指導監督の

業務に関する報酬は、第二の業務経費、第三の技術料等経費及び消費税

に相当する額を合算する方法により算定することを標準とする。

第 二　業務経費

●業務経費＝直接人件費＋直接経費＋

　　　　　 間接経費＋特別経費

第 三　技術料等経費

●実費加算方法

新しい業務報酬基準の概要

業務報酬＝
直接人件費＋直接経費＋間接経費＋特別経費＋技術料等経費＋消費税相当額
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業務報酬＝直接人件費×2.0＋特別経費＋技術料等経費＋消費税相当額

略算方法とは
　設計・工事監理等の実情に鑑み、簡便に業務経費を積算する方法として、略算方法

が定められています。

　略算方法では、標準的な業務内容を実施した場合の建築物の用途等に応じた標準的

な業務量を示し、これに基づいて報酬を算定することとしています。

第 四  直接人件費等に関する
　　　略算方法による算定
●直接人件費並びに直接経費及び間接経費

の合計額の算定については略算方法によ

ることができる。

イ）直接人件費

標準業務（別添一）を実施した場合の、

建築物の類型（別添二）に応じた標準

業務人・時間数（別添三）に、人件費

単価を乗じて算定

ロ）直接経費及び間接経費の合計額

直接人件費の額に1.0を標準とする倍数

を乗じて算定

別添一　標準業務

設計又は工事監理に必要な情報

が提示されている場合に、一般

的な設計受託契約又は工事監理

受託契約に基づいて、その債務

を履行するために行う業務

別添二　建築物の類型別
の用途等一覧

別添三　略算表

建築物の類型別に、標準業務に

応じた標準業務人・時間数を提示

別添四　標準業務に附随
する標準外の業
務

●略算方法

業
務
報
酬
基
準
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標準業務とは

●標準業務の概要

　略算方法における標準業務は、「設計に関する標準業務」と「工事監理に関する標

準業務及びその他の標準業務」に区分されています。

　前者は設計者が行う標準業務で、後者は工事監理者が行う標準業務です。

■基本設計に関する標準業務

　①設計条件等の整理
　②法令上の諸条件の調査及び関係機関との打
合せ

　③上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の
調査及び関係機関との打合せ

　④基本設計方針の策定
　⑤基本設計図書の作成
　⑥概算工事費の検討
　⑦基本設計内容の建築主への説明等

■実施設計に関する標準業務

　①要求等の確認
　②法令上の諸条件の調査及び関係機関との打
合せ

　③実施設計方針の策定
　④実施設計図書の作成
　⑤概算工事費の検討
　⑥実施設計内容の建築主への説明等

■工事施工段階で設計者が行うことに合

理性がある実施設計に関する標準業務

　①設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説
明等

　②工事材料、設備機器等の選定に関する設計
意図の観点からの検討、助言等

■工事監理に関する標準業務

　①工事監理方針の説明等
　②設計図書の内容の把握等
　③設計図書に照らした施工図等の検討及び報
告

　④工事と設計図書との照合及び確認
　⑤工事と設計図書との照合及び確認の結果報
告等

　⑥工事監理報告書等の提出

■その他の標準業務

　①請負代金内訳書の検討及び報告
　②工程表の検討及び報告
　③設計図書に定めのある施工計画の検討及び
報告

　④工事と工事請負契約との照合、確認、報告等
　⑤工事請負契約の目的物の引渡しの立会い
　⑥関係機関の検査の立会い等
　⑦工事費支払いの審査

設計に関する標準業務

標準業務概要

工事監理に関する標準業務及び
その他の標準業務
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標準業務に含まれない業務内容

標準業務に含まれない業務の
取扱いについて
　標準業務人・時間数は、標準業務内容を実施した場合の標準的な業務量です。業務報酬基準に

定める標準業務は、建築士（建築士事務所）が行う多岐にわたる業務の中から、一般的な場合に

共通性の高い業務を抽出したものであり、標準業務内容に含まれない業務については、標準業務

人・時間数とは別に、業務量や業務報酬を考慮する必要があります。標準業務人・時間数に業務

量が含まれていないものとしては、具体的に以下のようなものがあります。

設計に必要な情報を得るための調査、
企画等に係る業務
　

業務報酬基準の対象外です。

■建築物の敷地の選定に係る企画業務
■資金計画等の事業計画の策定に係る企画業務
■土質や埋蔵文化財に係る調査業務　など

標準業務に附随して行われる追加的な
業務

業務報酬基準上、追加的な業務として位置づけられ、
略算方法の標準業務人・時間数に、当該業務に対応
した業務人・時間数を付加することにより算定します。

■住宅性能評価に係る業務
■省エネルギー法に基づく省エネルギーのための判断に係る
業務

■建築物総合環境性能評価システム等による評価に係る業務
■耐震診断等の評価に係る業務
■建築物の防災計画の作成に係る業務
■建築主が第三者に有償で委託した設計の代替案に関する
評価に係る業務

■設計に係る成果図書に基づく詳細工事費の算定に係る業
務

■長期優良住宅普及促進法に基づく計画の作成に係る業務
■建築主と工事施工者の工事請負契約の締結に関する協力
に係る業務
■成果図書以外の資料（別添一及び別添四に掲げるものを
除く法令手続のための資料、竣工図等）の作成

■風洞実験等の実施
■第三者への説明　など

標準的な規模の単一用途の新築建築物
ではない場合の設計等の業務

業務報酬基準上、略算方法によることができない（な
じまない）業務として位置づけられています。

■規模が著しく大きい又は小さい場合（床面積の合計が別
添三の最大値超又は最小値未満である場合）の設計等
の業務
■建築物の増改築、修繕・模様替え又は設計変更の場合の
設計等の業務

■複合建築物（複数の類型が混在する建築物）である場合
の設計等の業務　など

個別の業務に応じて経費を算定するこ
とが適当でない場合等の設計等の業務

業務報酬基準上、実費加算方法がなじまない業務と
して位置づけられています。

■いわゆる標準設計による場合の設計等の業務
■複数の建築物について同一の設計図書を用いる場合の
設計等の業務

■設計内容が特に芸術的性格が強い場合の設計等の業務
■極めて特殊な構造方法等を採用する場合の設計等の業
務　など

1

2

3

4

業
務
報
酬
基
準
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●新しい業務報酬基準に関する業務の位置づけ

建築物の調査・鑑定、
手続きの代理など

設計に必要な情報を得るための

設計、工事監理、建築工事の指導監督、
建築工事契約に関する業務（設計等の業務）

標準業務人・時間数

●告示別添一

１設計
　①基本設計

　②実施設計

　③工事施工段階で設

計者が行うことに

合理性がある実施

設計

2 工事監理・その他
　①工事監理

　②その他

●告示別添四

１設計
・住宅性能評価に係る業務
・省エネルギーのための判
断に係る業務

・ＣＡＳＢＥＥ等による評
価に係る業務

・耐震診断等の業務
・防災計画の作成に係る業
務

・第三者からのＶＥ提案の
評価に係る業務

・詳細工事費の算定に係る
業務

2 工事監理・その他
・住宅性能表示に係る業務
・ＣＡＳＢＥＥ等による評
価に係る業務

・工事請負契約の締結に関
する協力に係る業務

●通知

・建築物の敷地の選定に

係る企画業務

・資金計画等の事業計画

の策定に係る業務

・土質や埋蔵文化財に係

る調査業務　など

 ●通知

・成果図書以外の資

料（告示別添一・

別添四を除く法令

手続のための資料、

竣工図等）の作成

・風洞実験等の実施

・第三者への説明な

ど

+ +

3

4

1

2

==

標準業務人・時間数に付加

 略算方法
（標準的な規模の単一用途の建築物を新築する場合の業務量を示したもの）

実費加算方法が必ずしもなじまない設計等の業務
・標準設計による場合

・複数の建築物について同一の設計図書を用いる場合

・設計内容が特に芸術的性格が強い場合

・極めて特殊な構造方法等を採用する場合　など

実費加算方法の対象だが告示の略算方法によることができない又はなじまない設計等の業務
・規模が著しく大きい又は小さい場合（床面積の合計が告示別添三の最大値超又は最小値未満である場合）

・建築物の増改築、修繕・模様替え又は設計変更の場合

・複合建築物（複数の類型が混在する建築物）である場合　など

調査、企画等に係る業務
追加的な業務標準業務

（注）１　□～□については、９ページを参照してください。 

　　２　床面積の合計が告示別添三の最大値超又は最小値未満である場合については、略算表の標準業務人・時間数を援用して報酬額を算定す

　　　  ることは不適切です。

 　  ３　□、□、□は略算方法の対象とはなっていませんが、上記２の場合を除き、これらの業務を実施する際に新しい業務報酬基準の算定方法の

　　　　考え方や略算方法の考え方を参考にしたり、略算方法における標準業務人・時間数に当該業務に係る業務量を加える等の調整を行って

　　　  算定したりすることは妨げられていません。

1

1 ３ ４

４
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建築物の類型別の用途等一覧

●建築物の類型別の用途等一覧

物流施設

生産施設

運動施設

業務施設

商業施設

共同住宅

教育施設

専門的教育・研究
施設

宿泊施設

医療施設

福祉・厚生施設

文化・交流・公益施
設

戸建住宅（詳細設計
及び構造計算を必要
とするもの）

戸建住宅（詳細設計
を必要とするもの）

その他の戸建住宅

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

第１類（標準的なもの）

車庫、倉庫、立体駐車場等

組立工場等

体育館、武道館、スポーツジム等

事務所等

店舗、料理店、スーパーマーケット
等

公営住宅、社宅、賃貸共同住宅、
寄宿舎等

幼稚園、小学校、中学校、高等学
校等

大学、専門学校等

ホテル、旅館等

病院、診療所等

保育園、老人ホーム、老人保健
施設、リハビリセンター等

公民館、集会場、コミュニティセン
ター等

戸建住宅

戸建住宅

戸建住宅

第２類（複雑な設計等を必要とするもの）

立体倉庫、物流ターミナル等

化学工場、薬品工場、食品工場、特殊
設備を付帯する工場等

屋内プール、スタジアム等

銀行、本社ビル、庁舎等

百貨店、ショッピングセンター、ショール
ーム等

分譲共同住宅等

　　―

大学（実験施設等を有するもの）、専
門学校（実験施設等を有するもの）、
研究所等

ホテル（宴会場等を有するもの）、保養
所等

総合病院等

多機能福祉施設等

映画館、劇場、美術館、博物館、図書館、
研修所、警察署、消防署等

　　―

　　―

　　―

（注）１　社寺、教会堂、茶室等の特殊な建築物及び複数の類型の混在する建築物は、本表には含まれない。

　　２　第１類は、標準的な設計等の建築物が通常想定される用途を、第２類は、複雑な設計等が必要とされる建築物が通常想定される用途を

　　　  記載 しているものであり、略算方法による算定にあたっては、設計等の内容に応じて適切な区分を適用すること。

略算方法では、建築物の用途等の区分に応じて業務量を示しています。

建築物の用途等
建築物の類型

業
務
報
酬
基
準
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×

　業務報酬は、略算表を用いて算定することができます。

　算定の基本的な流れは以下のとおりです。

対象となる建築物の用途や床面積等を確認し、略

算表の該当する欄の標準業務量を用います。

標準業務に含まれない追加的な業務を附随して

実施する場合には、　の標準業務量に当該業務に

対応した業務量を付加します。

　で算定した業務量に人件費単価を乗じて、直接

人件費を算定します。

　で算定した直接人件費に2.0を乗じ、直接人件費、

直接経費及び間接経費の合計を算定します。

　に特別経費や技術料等経費を加え、業務報酬を

算定します。

◆構造・設備の難易度が高い場合は標準業務量に倍数
を乗じて調整します。構造の業務量については、建築物
の形状や敷地特性に応じて1.2、1.3、1.4を標準とする
倍数を、設備の業務量については、導入する設備の機
能水準に応じて1.4を標準とする倍数を乗じることになり
ます。（告示別添三参照）
◆標準業務内容のうち、一部の業務のみを行う場合は、そ
れに応じて業務量を削減します。（なお、公共建築の設
計等において、個々の業務の実情を考慮した上でいわ
ゆる依頼度のような係数を設定し、業務量を削減するこ
とは、略算方法の考え方になじむものと考えられますが、
単純にあらかじめ統一的な係数を設定することは、不適

切なものと考えられます。） 
◆建築物の規模が著しく大きいまたは小さい場合（床面
積の合計が略算表の最大値より大きい場合や最小値
より小さい場合）は、これらの規模のサンプル数が十分
でなく、信頼ある業務量を示すことができないため、略算
方法によることはできません。
◆略算方法は、単一用途の建築物を新築する場合の業
務量を示したものです。建築物の増改築、修繕・模様替
え又は設計変更の場合、複合建築物（複数の類型が混
在する建築物）の場合は、別途適切な方法により算定
する必要があります。

①直接人件費＋直接経費＋間接経費＝

（標準業務量＋追加的な業務量）×（人件費単価）×2.0

業務報酬

●業務報酬の算定

（1）直接人件費

標 準 業 務 量

追加的な業務量

人件費単価

（2）直接経費

（3）間接経費

②特別経費

③技術料等
　経費

＊右記に消費税額を加える必要

があります。なお、業務報酬基準

の対象外となる「設計に必要な

情報を得るための調査、企画等

の業務」等を実施する場合は、

別途、合理的な方法により算定し、

加算する必要があります。

 

●注意点

略算表を活用した業務報酬の
算定について

業務報酬基準を活用した算定事例

1

2

3

4

5

２

３

４

1
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・本社ビルは業務施設第２類に相当するので、別表第４の２（告示別添三略算表）を用います。

・この事例では平面及び立面が不整形である（建築物の形状が特殊である）ため、別表第４の２の

  業務人・時間数に１．３を乗じ、構造に係る標準業務量を算定します。

●本社ビルの場合の標準業務量の算定の例

◆建築物の概要

敷地 整形・平坦な敷地

用途 本社ビル

延べ面積 10,000m2

構造種別 ＲＣ造

階数 地上７階　地下１階

構造 平面及び立面が不整形

設備 一般的な水準

◆建築物の概要

敷地 整形・平坦な敷地

用途 戸建住宅

 （詳細設計を要するもの）

延べ面積 150m2

構造種別 木造

階数 地上２階

構造 一般的な水準

設備 一般的な水準

●戸建住宅の場合の標準業務量の算定の例
　 ・ 詳細設計を要する戸建住宅であるので、別表第１４（告示別添三略算表）を用います。

５００m2

２，０００
４６０
３４０
８９０
１６０
８３

７５０m2

２，４００
５６０
４５０
１，０００
１８０
１１０

１，０００m2

２，７００
６４０
５４０
１，１００
１９０
１４０

１，５００m2

３，３００
７９０
７００
１，２００
２２０
１９０

２，０００m2

３，７００
９１０
８５０
１，３００
２４０
２４０

３，０００m2

４，４００
１，１００
１，１００
１，５００
２６０
３３０

５，０００m2

５，５００
１，４００
１，５００
１，７００
３１０
４９０

７，５００m2

６，５００
１，７００
２，０００
２，０００
３４０
６６０

１０，０００m2

７，４００
２，０００
２，４００
２，１００
３７０
８３０

１５，０００m2

８，８００
２，５００
３，１００
２，４００
４２０
１，１００

２０，０００m2

１０，０００
２，８００
３，８００
２，６００
４６０
１，４００

総合

構造

設備

総合

構造

設備

（一）
設計

（二）
工事
監理等

◆標準業務量の算定

総合 7,400    2,100

構造 2,000×1.3＝2,600 370×1.3＝481

設備 2,400 830

小計 12,400 3,411

合計　　　　　　　　　　　　15,811

工事監理等設　計

総合 490  240
構造 97  48
設備 130  49
小計 717  337
合計　　　　　　1,054

◆標準業務量の算定

工事監理等設　計

床面積の合計

100m2

350
81
110
180
30
38

150m2

490
97
130
240
48
49

200m2

610
110
140
290
66
59

300m2

850
130
150
390
100
77

総合

構造

設備

総合

構造

設備

（一）
設計

（二）
工事監理等

床面積の合計

（単位：人・時間）

（単位：人・時間）
業
務
報
酬
基
準
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　官庁施設の設計業務等積算基準・同要領（設計積算基準）は、会計法令に基づく「予定価格」
のもととなる設計等の業務料の積算を行うための基準です。
　新しい業務報酬基準に整合し、公共建築の発注に必要な事項を定めています。

官庁施設の設計業務等積算基準とは

●国土交通省告示第15号

経費の構成　業務報酬＝直接人件費＋直接経費＋間接経費＋特別経費＋技術料等経費＋消費税相当額

１　設計

① 基本設計

②実施設計

③工事施工段階で設計
者が行うことに合理
性がある実施設計

２　工事監理・その他

①工事監理

②その他

●新築
●一定の範囲の規模
●単一用途の場合にのみ利用可

改修工事は告示の対象外

１　設計に関する追加業務

２　工事監理に関する追加業務

規模が著しく大きいもの又は小さいものは
略算表によることができない

設計業務の業務量

　総合＝○人・時間

　構造＝○人・時間

　設備＝○人・時間

工事監理業務の業務量

　総合＝○人・時間

　構造＝○人・時間

　設備＝○人・時間

業務項目・業務内容・成果図書

業務項目・業務内容・成果図書

標準業務の業務内容

業務項目・業務内容

業務項目・業務内容

業務項目・業務内容

1

2

官庁施設の設計業務等積算基準

業務報酬基準

別添一　標準業務 別添三　別表（略算表）

別添四　追加的な業務
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●官庁施設の設計業務等積算基準

設計業務等積算基準　　　　　　告示（業務報酬基準）に同じ

設計業務等積算要領

新築について告示の略算表適用範囲は告示の業務量に同じ（算定式の形で規定）

標準業務のうち、実施しない

ことが契約書等により明確に

定められている場合は、業務

細分率に基づき「対象外業務

率」を設定して相当業務量を

差し引く。

標準業務に含まれる個々の業務項目が、全体業務量に
占める割合を「業務細分率」として設定

①官庁施設の設計・工事監理で比較的頻繁に実施する追加

的業務を例示

②官庁施設の設計・工事監理で標準的に実施する追加的業

務の業務量の算定方法を規定

　・積算業務

　・完成図の確認業務

工事規模（工事費）から作成図面１枚当たりの平均的業務
量を算出したうえで、図面目録を作成し、業務量を積み上げ
る方法を規定

①告示の略算表適用範囲未満
②　　　　〃　　　 範囲内　　の３段階の算定式を規定
③　　　　〃　　　 範囲超

基本設計 （１） 設計条件等
　   の整理

（i） 条件整理
○○㎡
0.03

0.02

計  1.0
工事施工段階で設計者が・・実施設計に関する業務

（ii） 設計条件等の変更
      等の場合の協議

実施設計

（２）・・・ ・
・
・

設
計
積
算
基
準



　設計・工事監理それぞれの業務項目全体の業務量に占める割合です。

  業務を分割して発注する場合の業務量の算定や、発注しない業務の業務量を差し引く場合

に用います。
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設　計

業務細分率・対象外業務率
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●業務細分率

業務細分率について

(1)( i ) 条件整理

(1)(ii)設計条件の変更等の場合の協議

(2)( i )法令上の諸条件の調査

(2)(ii)建築確認申請に係る関係機関との

打合せ

(3)上下水道、ガス、電力、通信等の供給

状況の調査及び関係機関との打合せ

(4) ( i )総合検討

(4)(ii)基本設計方針の策定及び建築主

への説明

(5) 基本設計図書の作成

(6) 概算工事費の検討

(7) 基本設計内容の建築主への説明等

(1)( i )建築主の要求等の確認

(1)(ii)設計条件の変更等の場合の協議

(2)( i )法令上の諸条件の調査

(2)(ii)建築確認申請に係る関係機関との

打合せ

(3)( i )総合検討

(3)(ii)実施設計のための基本事項の確定

(3)(iii)実施設計方針の策定及び建築主

への説明

(4)( i )実施設計図書の作成

(4)(ii)建築確認申請図書の作成

(5) 概算工事費の検討

(6) 実施設計内容の建築主への説明等

(1)設計意図を正確に伝えるための質疑

応答、説明等

(2)工事材料、設備機器等の選定に関す

る設計意図の観点からの検討、助言等

基本設計に関する標準業務

実施設計に関する標準業務

工事施工段階で設計者が行うことに合
理性がある実施設計に関する標準業務



　標準業務の内容のうち、受注者が実施しなくてよい（委託しない）業務があり、かつその

内容が、契約書や業務仕様書で明確に定められている場合にのみ対象外業務率を設定する

ことができます。 

　対象外業務率は契約の対象外とする業務項目に応じて、業務細分率に基づき、適切に設

定する必要があります。
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工事監理

設
計
積
算
基
準
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対象外業務率について

(1)( i )工事監理方針の説明

(1)(ii)工事監理方法変更の場合の協議

(2)( i )設計図書の内容の把握

(2)(ii)質疑書の検討

(3)( i )施工図等の検討及び報告

(3)(ii)工事材料、設備機器等の検討及び

報告

(4)工事と設計図書との照合及び確認

(5)工事と設計図書との照合及び確認の

結果報告等

(6) 工事監理報告書等の提出

(1)請負代金内訳書の検討及び報告

(2)工程表の検討及び報告

(3)設計図書に定めのある施工計画の検

討及び報告

(4)(i )工事と工事請負契約との照合、確認、

報告

(4)(ii)工事請負契約に定められた指示、

検査等

(4)(iii)工事が設計図書の内容に適合し

ない疑いがある場合の破壊検査

(5)工事請負契約の目的物の引渡しの立

会い

(6)関係機関の検査の立会い等

(7)( i )工事期間中の工事費支払い請求

の審査

(7)(ii)最終支払い請求の審査

工事監理に関する標準業務

その他の標準業務



　業務報酬基準では新築工事のみを対象としており、改修工事は対象としていないため、改

修工事の設計等業務量の算定方法を設計積算基準において定めています。
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改修工事の設計業務

改修工事の設計業務について

●改修設計業務の設計業務量算定の考え方

新
築
工
事
の
設
計
業
務
量

改
修
工
事
の
設
計
業
務
量

小規模施設 規模により建築・設備工事費構成率が変化 大規模施設

図
面
目
録

実際の改修工事の

内容等と関係なく工

事規模（工事費）か

ら、図面１枚あたりの

平均的な所要工数

を算出

図面目録（図面枚

数）、１枚ごとの複雑

度等を設定し工事

内容に即した業務量

を算出

改修図１　平均所要工数（建築）× 複雑度 ×（１－対象外業務率）＝○人・時間
改修図２　平均所要工数（建築）× 複雑度 ×（１－対象外業務率）＝○人・時間

　
改修図３　平均所要工数（設備）× 複雑度 ×（１－対象外業務率）＝○人・時間
改修図４　平均所要工数（設備）× 複雑度 ×（１－対象外業務率）＝○人・時間

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　○人・時間

 □□庁舎改修工事
（改修工事予算全体）

うち
建築工事費＝ うち

設備工事費

この建築改修工事費と同額の
建築工事費を含む新築施設の
延べ面積相当を求める

この建築改修工事費と同額の
設備工事費を含む新築施設の
延べ面積相当を求める

新築の算定式で新築○○㎡に対応す
る「総合」「構造」設計業務量（実施
設計分）を算出　

算出された業務量を当該建築工事費
に対する平均的建築図面数で除算

建築図面１枚あたりの平均的所要工
数が決まる

新築の算定式で新築△△㎡に対応す
る「設備」設計業務量（実施設計分）
を算出

算出された業務量を当該設備工事費
に対する平均的設備図面数で除算

設備図面１枚あたりの平均的所要工
数が決まる

建築工事費、設備工事費に対応する設計
業務量はそれぞれ算定式から算定できる

総合　構造 設備

設備
工事
費

建築工事費建築工事費
設備工事費

設備工事費

建築工事費

新築
○○㎡

新築
△△㎡

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・・・ ・・・



　業務報酬基準では、規模が著しく大規模なものまたは著しく小規模なものは略算方式に

よることができません。

　設計積算基準では、略算表対象外の部分について算定方法を定めています。
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設
計
積
算
基
準

業務人・時間数の算定

追加業務について

●積算業務の業務量
　実施設計の業務量　×　0.15（面積によらず一律）

●完成図の確認業務の業務量
　工事監理業務の建築工事部分、設備工事部分ごとに全体業務量に対しての割合（規模に応じて変化）

建築物の
類型

第四号

建築物の
用途等

第2類

設計

一般業務に係る総人・時間数の
算出に係る係数

3.9889

24

135.87

0.4342

0.21742

5666.1

0.86646

24

21.041

0.4954

0.070424

1434.6

0.63859

24

5.9955

0.6513

0.12355

1322.9

計算式・適用範囲

Ａ：業務量(人・時間)

Ｓ：延べ面積の合計(㎡)

略算表によることができない
小規模な範囲

業務報酬基準における略算
表の範囲

略算表によることができない
大規模な範囲

総合 構造 設備

例
延べ面積1000㎡の場合

建築工事の工事監理業務量×0.004

延べ面積1000㎡の場合

設備工事の工事監理業務量×0.005

　施設に災害応急対策活動関係機能がある場合の、それに関する特別な検討を行うなど、

特殊な施設・設備を要する場合などの検討といったものについて例示し、このような要素の

業務を委託する場合は、別途業務量を積み上げなければならないことを明記しています。

　また、そのような追加業務の中でも、公共建築の設計業務で通常かならず必要となる、い

わゆる「積算業務」と、工事監理業務で通常かならず必要となる「完成図（竣工図）の確認

業務」について、業務量の算定方法までを定めています。

係数ａ

係数b

係数ａ

係数b

係数ａ

係数b

S＜500㎡　

Ａ＝ａ×Ｓ＋ｂ

500㎡≦S≦20,000㎡

Ａ＝ａ×Ｓｂ

20,000㎡＜S　

Ａ＝ａ×Ｓ＋ｂ

略算表対象外の算定方法など
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総　論

則

定めています。

です。

[ ]

です。

略算方法

ています。

[

[ ]
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[ ]

その他

数を定めています。

いですか。

ＨＰ ）をご参照く

ださい。

Ｑ 

＆ 

Ａ
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